
法人名

支 配 関 係 事 業 年 度 開 始 日 に お け る 時 価 が 帳 簿 価 額 を 下 回 っ て い な い 資 産 の 明 細

名 称 等 時 価 帳 簿 価 額

円円 円 円

・ ・ 新 た な 事 業 を 開 始 し た 日 ・ ・

当 期 中 の 適 用 期 間

支 配 関 係 発 生 日

通算承認の効力が生じた日と新たな事業を開始した日の属する事業年度開始の日とのうちいずれか遅い日

通算承認の効力が生じた日以後３年を経過する日と支配関係発生日以後５年を経過する日とのうちいずれか早い日

・ ・

・　　・

名 称 等 時 価 帳 簿 価 額

事 業
年 度

・ ・
・　　・

・　　・
・　　・

当期中の適用期間における特定資産
の譲渡等による利益の額●●●●●
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特定資産譲渡等損失額の損金不算入に関する明細書

特定資産譲渡等損失額からの控除額

a(別表十四(十)付表一｢5｣又は｢10｣)a
4

円

特定資産譲渡等損失額の損金不算入額

((3)又は(別表十四(十)付表二｢6｣))－(4)
5

当期中の適用期間における特定資産
の譲渡等による損失の額●●●●●

1

円

特 定 資 産 譲 渡 等 損 失 額

●●●●●●(1)－(2)●●●●●●
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